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開催日

5月15日（水）

5月28日（火）

定員

各回30名

30名

開催時間

1回目 午前10時～午前11時
2回目 午後2時～午後3時

午後2時～午後3時

開催場所

中村税務署 2階大会議室
四万十市中村新町４丁目４番地

　令和６年４月分から令和７年３月分までの国民年金保険料は、月額１６,９８０円です。
　令和６年度の国民年金保険料額は、国民年金法第８７条で１７,０００円とされていますが、平成１６年度から物
価と賃金の変動に基づく令和６年度の保険料改定率０.９９９を乗じることにより、１６,９８０円となりました。

　国民年金保険料を前納する場合の期間および納付すべき額について、厚生労働省告示（令和６年厚生労
働省告示第３５号）により定められました。
　現金・クレジットカード納付で保険料を前納した場合、毎月払いと比べて２年前納なら１５,２９０円、１年前納なら
３,６２０円、６カ月前納でも８３０円の割引になります。
　また、口座振替制度を利用して保険料を前納した場合、毎月払いと比べて２年前納なら１６,５９０円、１年前納
なら４,２７０円、６カ月前納でも１,１６０円の割引となり、大変お得です。
　口座振替・クレジットカード納付には次の方法があります。
　①２年（４月～翌々年３月）分の前納　　　　　　　②１年（４月～翌年３月）分の前納
　③６カ月（４月～９月、１０月～翌年３月）分の前納　　   ④毎月（早割、口座振替のみ）　
　⑤毎月（割引なし）
※口座振替・クレジットカード納付による令和６年４月からの前納（２年分・１年分・６カ月分・早割）の新規申込は、

２月末日で受付を終了しましたが、令和７年４月分からの受付は行っています。
　また、年度途中で新たに国民年金に加入された方も、任意の月から翌年度３月分まで納付書で納めていた
だくことができます。

※保険料額が３０万円を超える納付書は、コンビニエンスストアでは利用できません。金融機関などで納めてい
ただく必要がありますので、ご注意ください。
　納めた国民年金保険料は「社会保険料控除」として全額控除の対象となり、税金の負担が軽減されます。

　なお、国民年金には保険料納付が免除、猶予される制度もあります。納付が困難だからといってそのままにせ
ず、役場または年金事務所の窓口で手続きを行ってください。

　　　　　○お問い合わせ　本庁 住民課 住基戸籍係　　　　　　　蕁４３―２８００
　　　　　　　　　　　　　佐賀支所 地域住民課 総合窓口第２係　蕁５５―３７０１
　　　　　　　　　　　　　日本年金機構 幡多年金事務所　　　 　蕁３４―１６１６

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

iお金 仕事 その他

ねんきんコーナーねんきんコーナーねんきんコーナー

国民年金保険料について

国民年金保険料の前納について

◆日時

蕁３４―

令和6年分所得税の定額減税に関する源泉徴収義務者向け説明会についてi

　源泉徴収義務者の皆さんには、定額減税制度について理解を深め、制度の実施に向けて必要な準
備を進めていただくため、「令和６年分所得税の定額減税に関する源泉徴収義務者向け説明会」を
開催します。ぜひご参加ください。前日までにＬＩＮＥまたは電話で事前予約をお願いします。

◆定額減税制度における給与の源泉徴収に関するお問い合わせ
　定額減税コールセンター　蕁０５７０―０２―４５６２　受付時間　午前９時～午後７時（土日祝除く）
※個別具体的な事実関係に応じた個別相談をご希望の方は、所轄の税務署に電話で面接予約をお願いします。
◆説明会に関するお問い合わせ
　中村税務署 法人課税部門　蕁３５―２１３５（代表）（内線２０）
　代表電話にお問い合わせいただく際は、自動音声案内に
沿って、「２」を選択してください。

蕁５５―

◆保険料の納付は口座振替による2年前納が一番お得です
・

定額減税特設サイト 国税庁LINE公式アカウント


